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会社経営において厳しい時代。雇用を守るため労使ともに苦心惨憺の末、賃金カットをす

る状況もでてくることはあるでしょう。その際に、再雇用制度についての再整備について何

か考えつくことはあるでしょうか。雇用の継続性確保のために再雇用制度の枠内でできるこ

と。その方法論のヒントを具体的な実例を基にご紹介したいと思います。
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（1）高齢者雇用制度とは

平成18（2006）年4月1日に改正高年齢者雇用安定

法が施行され、企業等に対して 65歳までの雇用確保

が義務付けられることになりました。

この法律は、高年齢者の労働力を活用することで経

済全体を活性化・維持させることを目的としたもので

あり、公的年金支給開始年齢の段階的引き上げと連動

しています。高年齢者の雇用と年金支給年齢の引き上

げをセットで実施することにより、60歳以上の高年

齢者を、これまでの社会保障の“受け手”から“担い

手”へと変換させることが可能となるのです。改正高

年齢者雇用安定法は、前述のような社会問題や企業存

続に関する問題を解決できる施策として注目されてい

ました。

そのようにして、法改正に伴い企業に義務付けられ

ることになった高齢者の継続雇用ですが、高年齢者雇

用安定法第 9条 1項によると、企業等は具体的には、

①定年制の廃止、②定年の 65歳までの段階的引き上

げ、③継続雇用制度の導入という 3つの施策のうち、

どれか一つを実施する必要があります。厚生労働省が

発表した資料によると、平成 21年度には、施策の実

施が遅れ気味と言われていた従業員数51～300人まで

の中小企業でも 96.9％が、従業員数 51人以上を擁す

る企業全体では97.2％が上記の3つのうち、いずれか

の施策を実施しています（図表1）。

このことから、企業等に置いて継続雇用の仕組みを

導入するという目的は、ほぼ達成されているものと思

われます。また、継続雇用の仕組みの導入が義務化さ

れた平成 18年 4月以降、60歳以上の常用労働者数は

増加傾向にあり、平成21年には60～64歳の常用労働

者数は142万人に達し、平成18年（78万人）の約2倍

にまで増えていることから（図表2）、継続雇用システ

ムは制度化という目的のみならず、実用面でも大きな

成果をあげていると考えられます。

（2）高齢者雇用制度の課題

平成18年4月の施行後、4年が経過し、着実な成果

をあげつつある改正高年齢者雇用安定法ですが、企業

等が実際に各種制度を運用する中で、様々な課題が生

じています。経団連が2008年の5～6月に行った調査

（高齢者雇用の促進に向けた取組みと今後の課題）に

よると、高齢者雇用制度における課題は、高齢者雇用

制度の適用に伴う雇用形態の変化による収入ダウンに

絡むモチベーションやモラルの低下や、本人と職場ニ

ーズとの職務のマッチング、人材の新陳代謝の遅れ、

継続雇用者の職域確保による新卒採用抑制などがあげ

られますが、それらは、①組織の活性化、②処遇、③

職務、④能力の低下及び個人差、⑤その他の5つに分

けられます（次頁図表3）。これらの課題に対して効果

高齢者雇用制度の現状
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的な解決策を実施することで、より適切かつ実効力の

ある制度運用が可能となります。
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ところで、先の改正高年齢者雇用安定法が施行され

て以降、急激な景気の悪化などの劇的な経営環境の変

化がおこり、正規社員の雇用そのもののシステム維持

が難しい会社も多くなってきました。ましてや高年齢

者雇用制度による継続雇用となると頭を悩ます会社の

数はさらに多いものと思われます。

とは言え、高年齢者雇用は法律により制度化が義務

付けられており、全くやめてしまうことは出来ません。

また、長期的な視野にたって考えれば有能な人材の確

保や技術・ノウハウの継承等の問題を解決・緩和する

ための何らかの形での高年齢者雇用制度は不可欠と言

えましょう。

不況下においても維持できる高年齢者雇用制度とは

どのようなものなのか。模索する必要性は以上のよう

な背景・環境にあります。要点だけをはじめに言いま

すと、不況下においてこの雇用制度を維持していくに

は制度を運用面も含めて、不況対応型へとシフトさせ

る必要があるのです。その方法は一つではありません。

詳細は次に具体的な事例のいくつかを解説していく中

でご理解して頂きたいと思います。

3. 不況対応型高齢者雇用制度
では、現在の高齢者雇用制度を不況対応型へシフト

させるには、具体的にはどうすれば良いのでしょう

か？

基本的な考え方としては、制度の見直しと制度の廃

止の2つに分けられますが、前者はさらに、①制度の

枠組みの見直し、②継続雇用時の条件の厳格化、③継

続雇用者の賃金抑制、④継続雇用者の総労働時間の短

縮の4つに分けられます（図表4）。以下に実際のケー

スをあげて説明します。

後者については、そもそもの前提として、制度の導

入は法律によって義務付けられています。したがって、

会社の経営状況が悪化しているからといって、制度を

なかば強制的に廃止してしまうことは訴訟にも発展し

かねません。さらに、国が政策として高齢者雇用を推

進している現状を鑑みると、やはり現実的な選択肢と

は言えないでしょう。

それではどのような手段をとりうるのでしょう。具体

的事例をもとに、その選択肢を解説していきましょう。

（1）ケース1：
制度を抜本的に見直したい
製造業・社員数300名のA社の場合

［1］当時の状況

雇用延長施策として定年引上げを導入したA社では、

団塊の世代が 60歳で退職せず、継続して雇用される

という状況。60歳以降もそれ以前と同程度の賃金レ

ベルにあったため、総額人件費の負荷が大きく、負荷

を軽減する仕組みが必要とされていました。また、総
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額人件費の負荷のため新卒採用も控えざるをえず、人

員バランスや人材の新陳代謝の面でも懸念されました。

そのため、定年制を廃止し、柔軟に労働条件を設定

できる再雇用制度へと制度の枠組みを見直すことにな

りました。

［2］適用した施策：定年引き上げから再雇用制度へ

の転換

厚生労働省が公表している資料によると、平成 21

年度では、高齢者雇用の施策として約 13％の企業が

定年の引上げという施策を取り入れています（図表5）。

定年引き上げの場合、雇用の連続性が認められるため、

合理的な理由なしに賃金をカットすることが難しくな

り、結果として定年前と同等程度の賃金を支払い続け

ることになり、人件費負荷が高まります。

A社の状況もこれと同様のケースであり、総人件費

の削減の観点からは、定年の引上げから再雇用制度へ

と制度転換を図ることが現実的なアプローチとして有

効となります。というのも再雇用の場合は、定年をも

って雇用関係が解消されるので、賃金等の労働条件に

ついて新たな条件の設定が可能となるからです。

［3］再雇用制度転換時に考慮すべき条件

再雇用制度では原則として、希望者全員を継続雇用

することが義務付けられています。しかし、年齢以外

の客観的な選定基準を設けることによって、希望者全

員を再雇用の対象としないケースも可能となります。

したがって、再雇用制度へ転換する時にまず考慮し

なければならない事項は、雇用対象者の選定条件を設

定することであり、その後、雇用形態、雇用期間、職

務内容、勤務体系、賃金といった労働条件を検討する

のが良いでしょう（図表 6）。なお、再雇用制度では、

労働条件を新たに設定することが可能になるので、各

企業の実情に応じた条件を設定しましょう。

［4］具体的な実務作業

さて、定年の引上げから再雇用制度への転換を図る

際に、実務レベルではどのような作業が必要になるの

でしょうか？　作業の流れは概ね、図表7の通りとな

ります。

まず行うべきことは就業規則の見直しです。見直す

べき部分は、定年に関する条項です。条項内に定年後

の再雇用に関する取り決めを記載しましょう。なお、

その際には再雇用に関する条件について労使協定を締

結し、労使双方が納得する条件を設定することが必要

です。しかし、労使間での再雇用対象者に対する基準

について、複数回の十分な協議を行った（使用者側が

一方的に条件を提示するだけでは認められない）にも

かかわらず、双方が合意に達せず、労使協定を締結で

きない場合には、暫定措置として就業規則内に再雇用

要件を記載することで代用が可能です（次頁参考 1）。
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ただし、代用が可能なのは、大企業は平成21年3月ま

で（既に期日が到来）、中小企業は平成23年3月まで

となっている点に注意が必要です。

次に行うことは、各種規程類の見直しです。嘱託・

契約社員規程や再雇用規程等、関連する規程が用意さ

れていない場合は、新規に作成する必要があります。

なおその際には、再雇用対象者（誰を）、手続きや更

新（どうやって）、再雇用期間（どれくらい）、雇用年

齢の上限（いつまで）、賃金（いくらで）などの項目

を盛り込み、どのような条件を満たせば再雇用される

のか、要件を明確にすることが重要です（次頁参考2）。

就業規則や各種規程類を変更した場合は、労働基準

監督署へ届出を行う必要があります。変更を届け出る

際には、従業員代表者の意見を添付して提出します。

さらに、変更内容について労働者への周知義務がある

ため、説明会を開くなどしたうえで、例えば、「社内

LANの共有フォルダ内に就業規則ファイルを保存し

ておく」や、「就業規則が記載された冊子を事業所単

位で保管し、いつでも閲覧できるようにする」など、

各職場で変更後の就業規則等が閲覧可能な状態にしま

しょう。

最後の作業は、雇用契約書の作成です。労使間で労

働契約を締結する際には使用者は労働者に対して、一

部の例外を除き、書面で労働条件を明示することが労

働基準法で定められています。特に、労働契約の期間、

就業場所と従事する業務、賃金の決定・計算・支払いの

方法および賃金の締め切り・支払いの時期を始めとし

た必須事項については、雇用契約書に必ず記載する必

要があります。後々のトラブル回避のためにも必ず労

働条件を確認し、書面を交わしましょう（次頁参考3）。
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［5］施策導入後の状況

定年引上げから再雇用制度への制度転換を図ったA

社では、再雇用時の労働条件を見直し、賃金を定年前

のレベルの約 70％に設定することができました。そ

れにより、人件費総額を 30％程度削減し、人件費負

荷を圧縮することに成功しています。

（2）ケース2：
制度の運用ルールを厳しくしたい
専門商社・社員数400名のB社の場合

［1］当時の状況

雇用延長施策として再雇用制度を導入したB社では、

継続雇用の際に複数の条件を付していました。しかし、

その運用はルーズなもので、実際には希望者に対して

は、ほぼ全員が継続雇用されている状況でした。そのよ

うななか、不況に伴う経営難に直面し、総額人件費の

見直しを行わざるをない状況になり、現状、ほぼ全員

が継続雇用されている実態を見直し、真に必要な者の

みを継続雇用する制度へと転換することになりました。

［2］適用した施策：選定基準の見直し

B社のように、再雇用制度を導入している企業にお

いて定年退職者を再雇用する場合、様々な継続雇用条

件を付しているところがあると思います。しかし、現

実には、働く意欲や意思、健康状況は継続雇用の際に

留意していても、本人の技術や業績・評価といった部

分については、考慮していない企業も多いようです

（図表8）。その結果、希望者のうちほぼ全員が再雇用

され、人件費負荷が高まるという状況を引き起こす可

能性が増します。このような場合は、継続雇用の際の

条件を厳しく設定し、厳格に運用することで、継続雇

用される人員を減らし負荷を軽減させることが可能と

なります。

［3］選定基準の観点

では、再雇用の対象者を選定する際に設定している

基準を見直す場合には、どのような観点が必要なので

しょうか？　多くの企業では、図表9のような観点を

設けているのではないでしょうか。選定基準を見直す

際には、これらの観点について選定基準を上方修正し

たり、新たに追加したりします。具体的には、直近3

ヵ年の人事評価の平均が 50点以上であったものを 60
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点以上に修正したり、勤続年数10年以上や資格等級4

等級以上の者に限るなどの要件を追加することがあげ

られます（参考4）。

［4］具体的な実務作業

基準の見直しは、具体的にどのような手順で行うの

が良いのでしょうか？　作業の流れとしては図表 10

のようになります。

まずは現在、運用されている選定基準について確認

します。多くの企業では、複数の基準を設定している

と思いますが、実際に決められたルール通りに運用さ

れているかどうかをチェックする必要があります。直

近3ヵ年で人事評価の平均が50点以上というルールが

あるにもかかわらず、実際の人事評価の結果を調べて

みたら、そのルールに満たない者を継続雇用している

ケースもあるのではないでしょうか？

このように、ルール通り運用されていない観点・基

準については見直されるべきです。見直しの際には、

その会社にとって、「継続雇用したい人材はどのよう

な人材なのか」、そして「その人材を採用するにはど

うすれば良いのか」という点を踏まえた上で検討する

と良いでしょう。

なお、基準の見直しと追加は、就業規則や規程を変

更することになりますので、労使間での協議を行い、

労使双方が納得する内容にしましょう。変更後は、労

働基準監督署へ変更届を提出する必要があります。

［5］基準変更の際の留意点

再雇用制度対象者の選定基準を厳密化することによ

り、今まで再雇用対象となっていた者が対象外となっ

てしまうケースが想定されます。そのようなケースで

は例えば、「基準変更は次年度より適用する」のよう

な経過措置を取ると良いでしょう。というのも、再雇

用希望者が新基準を満たすことができるよう、企業側

の努力が必要となるからです（4章ポイントの 2つめ

参照）。

ただし、期間満了に伴う再契約を含め、希望者全員

を再雇用する状況が社内で慣例となっている場合等で



612010.4 スタッフアドバイザー

実
務
特
集

は、労働者側に発生する更新期待権により、期間満了

に伴う契約更新の停止が解雇権の濫用と判断される恐

れがあります。そうならないための企業側の対処法と

しては、①再雇用されない者が存在するようにするこ

と、②雇用契約書等において契約期間及び更新の際の

条件を明示すること、③採用時に契約更新を想起させ

る発言をしないことなどがあげられます。

［6］施策導入後の状況

再雇用時の選定条件を厳しくし、その運用ルールも

厳密に行うように転換したB社では、定年後に再雇用

される社員の割合が約100％から約85％に減少しまし

た。その結果、総額人件費も削減され、人件費負荷の

軽減に成功しています。

（3）ケース3：
公的給付を利用した
小売業・社員数70名のC社の場合

［1］当時の状況

C社は再雇用者の人件費を削減する際に、なるべく

企業側の負担を減らしつつ、一方で再雇用者に大きな

収入減とならないような仕組みを模索していました。

そのような状況下で、高年齢者雇用継続給付の制度を

知り、公的給付を活用した制度へとシフトすることに

なりました。公的給付を活用する制度は、再雇用者一

人ひとりに合わせた賃金設計を行うので、C社の考え

方とも合っていたのです。

［2］適用した施策：公的給付の活用

再雇用後の賃金を大幅に削減できれば、会社側の負

担は軽減するのですが、それでは再雇用者のモチベー

ションの低下などが懸念されます。多くの企業の賃金

レベルが定年前の 70％程度であることからも明らか

なように、心ある人に働いてもらっている以上、再雇

用者の賃金レベルをそれほど下げることはできるもの

ではありません。そこで、公的給付（高年齢者雇用継

続給付）を最大限に活用することができれば、再雇用

者の賃金の手取り額の減少を抑えつつ、企業側の負担

を軽減することが可能になります。

［3］公的給付の活用方法

高年齢者雇用継続給付では、再雇用後の賃金レベル

がその給付額に影響するため、賃金の設定はシミュレ

ーションの結果を検討しつつ慎重に行う必要がありま

す。では、いくらに設定するのが良いのかと言います

と、低下率（支給対象月の賃金／ 60歳直前の月額賃

金）が 61％になる賃金の水準が一つの目安となりま

す。というのも、現在、高齢者雇用継続給付金額は、

低下率が61％の時に最大になるからです。

高年齢者雇用継続給付を活用する際に、もう一つ考

慮すべき事項があります。それは在職老齢年金です。

現在、定年後の再雇用時の収入額に応じた額（老齢年

金停止額）を控除した金額が支給されますが、老齢年

金停止額は再雇用後の賃金レベルが下がれば（低下率

が大きくなれば）減少し、結果として再雇用者の年金

支給額は増えることになります。

高齢者雇用継続給付を受けるために賃金を下げたと

しても、高齢者雇用継続給付と在職老齢年金の支給額

が増えることによって、再雇用者の実質的な手取り額

はそれほど変わらないケースが多いのです（図表11）。

再雇用者のモチベーションダウンが懸念される場合は、

このような説明を行うことをおろそかにしてはいけま

せん。

［4］具体的な実務作業

さて、公的給付を活用する場合、具体的には何をす

ればよいのでしょうか？　まずは、再雇用者の賃金が

定年前の賃金に比べて、どれくらい削減されているの

かを調べる必要があります。支給対象月に支払われた

賃金額／賃金月額× 100として計算される低下率が
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75％以上である場合、高年齢者雇用継続給付金は支

給されません。もし現在の賃金水準が定年前の賃金レ

ベルの 75％以上である場合、給付金の支給を受ける

には賃金水準を 75％よりも引き下げる必要がありま

す。

では、賃金水準と高年齢者雇用継続給付金額、そし

て在職老齢年金の額がどのように変動するのかを示し

た次頁参考5をもとに、具体的に例をあげてみましょ

う。60歳定年前の給与が400,000円で、現在の月額賃

金が 280 ,000円（低下率が 70％）。年間賞与額が

500,000円、老齢年金を全額支給された場合の金額が月

当たり150,000円のケースを考えます。この場合、現在

の一月当たりの所得は、280,000（月例給与）＋54,167

（年金）＝334,167円となります（次頁参考5のA）。ここ

で、高年齢者雇用継続給付金を活用し、賃金レベルを

定年前の 6 1 ％に下げたとします。月額賃金は、

244,000円。月額賃金は36,000円下がりますが、高年

齢者雇用継続給付金が 36,600円分加算され、さらに、

月額給与減に伴う在職老齢年金停止額の引き下げによ

り年金支給額が74,167円に増加します。高年齢者雇用

継続給付金と在職老齢年金を併給する場合は、そのこ

とによる調整が入るため年金額から14,400円が減額さ

れ、年金の最終的な支給額は59,767円になります。こ

の場合の一月当たりの所得は、244,000円（月例給与）＋

36,600円（給付金）＋59,767円（年金）＝340,367円と

なります（次頁参考5のB）。月例給与は36,000円下が

り、会社側の負担が減っていますが、再雇用者の収入

は6,200円プラス（340,367－334,167）になっていま

す。

このように公的給付を活用する場合、特に、高年齢

者雇用継続給付金を新たに活用する場合は、企業側に

も再雇用者側にも金銭的なメリットは大きいものとい

えます。

［5］施策導入後の状況

公的給付を活用したC社は、継続雇用に係る人件費

を月当たり約 15％抑制することができました。その

一方、月額給与の減少分を公的給付の支給額が補填す

るために、社員の月当たりの収入は、実質月当たり

1,000円程度の減額で済んでいます。しかし、このよ

うな制度変更を可能とした背景には、C社の社員数が

少ないことがあげられます。というのも、公的給付を

活用した再雇用時の賃金設計では、社員一人ひとりに

最適な賃金を計算するため、労力がかかってしまうか

らです。

（4）ケース4：
再雇用にかかる経費そのものを抑えたい
百貨店・社員数1,000名のD社の場合

［1］当時の状況

社員数1,000名以上のD社では、再雇用制度を導入

していましたが、団塊の世代に属する社員が多く在籍

し、その一斉退職後の再雇用に係る人件費総額が経営

上の重要課題となっていました。そこで、再雇用に係

る人件費総額を抑える施策として、再雇用者1人あた

りの人件費をさらに引き下げるという施策を実施する

ことになりました。

［2］適用した施策：賃金抑制

繰り返しになりますが、再雇用者の賃金水準は、定

年前の約 70％程度に抑えている企業が最も多いよう

です。しかし、この 70％という数値については、再

雇用後の月給が最低賃金法に抵触しないレベルである

限り、企業ごとに自由に数値を設定することが可能で

す。D社でも再雇用者の賃金水準は、定年前の約

70％程度としていましたが、昨今の不況にともなう

経営難から、それを大幅に上回るレベル（約 50％）

にまで減らすことにしました。

［3］賃金抑制の方法

では、再雇用時の賃金レベルを大幅に減らす方法に

は、どのような方法があるのでしょうか？　大きく分

けると、再雇用者の賃金を月当たり○万円一律に減ら

す方法と、再雇用者の賃金を全員同じ割合で減額する

方法があります。前者は、再雇用者全員に一定額を支

給する一律固定給型と同義であり、後者は定年前の賃

金から一定の割合を減じた一定率減額給型と同義です。
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［4］具体的な実務作業

さて、一律固定給や一定率減額給にはそれぞれ、メ

リット・デメリットがあります。どちらを適用するか

は、企業の実情に応じて検討する必要があります。

多くの再雇用者を抱えるD社は、管理が容易になる

というメリットを重視して一律固定給型へ制度転換を

果たしましたが、会社への貢献度や実績を反映し再雇

用社員のモチベーション維持を図るために、現実的に

は図表 12のように定年時の等級ごとに賃金を固定す

るという方法を導入しています。ただし、この等級ご

とに固定給を支払う場合は、定年前の人事制度が整備

されていて、等級ごとの職務要件が明確であり、等級

制度が厳密に運用されている必要があります。

一方の一定率減額給型への転換を図る場合にまず検

討すべきことは、もとになる給与をどのように設定す

るかという点です。例えば、定年時の 70％とした場

合、①基本給の 70％、②基本給＋役職手当の 70％、

③基本給＋役職手当＋資格手当＋住宅手当の 70％、

④残業手当や休日出勤手当も含めた実質賃金の 70％

のように、様々なパターンが考えられます。納得性の

得られるパターンはどれなのか、念入りにシミュレー

ションを行う必要があります。

例えば、月収に占める役職手当や資格手当の割合が

高い企業では、それら手当も再雇用時の賃金の算定基

礎に含めたほうが良いと思われます。というのも、そ

れら手当を算定基礎から除いてしまうと、再雇用時の

賃金が大幅に減ってしまうからです。このように再雇

用時の賃金を決める際には、実際に金額を算出した上

で、再雇用者の能力やモチベーション喚起の観点も考

慮して、納得性の得られるパターンを検討するとよい

でしょう。

ところで、一定率減額給型は、定年前の貢献や実績

を反映しやすいというメリットがありますが、定年前

の人事評価の結果を再雇用後の賃金に反映させるとい

う方法を取ることで、定年前の貢献や実績をさらに徹

底して賃金に反映させることができます（図表13）。

今回は社員数1,000人を越える大企業の例でしたが、

中小企業の場合は、会社と従業員が家族のような親し

いつきあいを続けている場合もあります。そのような

場合には、あえて曖昧な部分を残しておくことが有効
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となることもあります。「再雇用時の賃金＝（基本

給＋役職手当）×70％＋社長裁量分」のように、社長

裁量で増減できる余地を残しておくことも場合によっ

ては必要でしょう。

なお、このケースの場合、大幅な賃金減を行うこと

で再雇用者のモチベーション低下が懸念されますが、

実際には在職老齢年金の支給停止額が減ることで年金

支給額が増加するので、手取り額はそれほど下がらな

い可能性があります。社員説明の際などに、実質的な

収入はあまり減らない可能性があることに留意すると

良いでしょう。

［5］施策導入後の状況

定年前の賃金水準の 70％程度を再雇用時の賃金に

設定していたD社ですが、一律固定給型へ転換したと

ころ、結果として、再雇用時の賃金レベルは定年前と

比べて 50％以上減少することになりました。再雇用

者一人当たりの人件費削減に成功しただけでなく、再

雇用後の賃金レベルがあまりに低いため、再雇用を希

望する者の割合も減るという2次効果もあり、結果と

して再雇用に係る総額人件費を大幅に減らすことが可

能となりました。

（5）ケース5：
雇用形態を変えることで成功した
サービス業・社員数200名のE社の場合

［1］当時の状況

E社では再雇用制度を導入し、定年後の再雇用者を

契約社員として雇用していました。しかし、再雇用者

にかかる人件費負担を軽減させるために、より柔軟な

勤務体系を模索した結果、再雇用者は契約社員の身分

をパートタイマー・アルバイトに変更し、同時に時給

制を導入するパターンへと転換を図ることにしました。

［2］適用した施策：労働時間の短縮

E社では再雇用者の労働時間をフルタイムから短縮

することで、支払う賃金の総額を減額させるという方

法を取りました。労働時間を短縮する方法は、再雇用

者が自由に勤務日や勤務時間を決めることができるた

め、再雇用者のワーク・ライフ・バランスを重視でき

るというメリットがあります。

実際に労働時間の短縮する際には、再雇用時の身分

と労働時間の削減対象との関係から6つのパターンに

分けられます（次頁図表14）。総額人件費の削減イン

パクトは、パートタイマー・アルバイトの身分で、1

日当たりの労働時間と1週間当たりの労働日数の両方

を削減するパターンが最も大きくなります。一方で、

契約社員の身分のままですと、1日当たりの労働時間

や1週間当たりの労働日数のどちらを削減しても、得

られる効果は小さいものになります。E社では再雇用

者自身がどちらを選択するかを決めることができるよ

うな制度を導入しましたが、どのような制度を導入す

るかは企業の実情により判断するほうが良いでしょう。

具体的にどれくらいの額が削減できるかについては、

次頁にあります参考6を参照下さい。

なお、高年齢者雇用継続給付の受給を前提としてい

る場合、週 20時間の労働時間を確保しないと雇用保

険の被保険者資格が得られない点に留意が必要です。

［3］具体的な時給の決定方法

さて、雇用形態を契約社員からパートタイマー・ア

ルバイトへ変更する際に検討すべき事項として重要な

ことは、時給をいくらに設定するかということです。

業務レベルに応じた時給を設定することが必要ですが、

その際に職種や職務レベル、役職の違いによって金額

に差をつけることで、明確な基準に沿った時給の枠組

みを作ることが可能になります（次頁図表15）。

E社では「時給＝職種給＋職務給＋役割給＋評価給」

という時給決定の枠組みを作っていますが、この枠組

みでは勤続年数も年齢も関係なく、①どのような仕事

か、②どれくらい難しい仕事か、③役割を担っている

か、④評価はどれくらいか　という明確な要素で時給

が決められます。時給に根拠があるので分かりやすく、

職務内容や役割が変わった時に時給が下がったとして

も高年齢者の納得が得られやすいというメリットがあ

ります。
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［4］施策導入後の状況

E社では、再雇用者は原則としてパートタイマー・

アルバイトとして再雇用する制度へと転換を図りまし

た。1日当たりの労働時間を短縮し、時給制を適用す

るという施策の人件費への削減インパクトは非常に大

きく、施策の導入前に比べて 50％以上の経費削減に

つながる成果を生み出すことに成功しています。E社

はもともとパートタイマー・アルバイトを多く抱える

企業で、パートタイマー・アルバイトを戦力化するノ

ウハウを持っていたこともスムーズな制度の移行とそ

の成功につながったと思われます。
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最後の章では、高齢者雇用制度を見直す際に重要と

思われるポイントについて説明します。

［1］就業規則・規定の変更に関するルール

既に存在する高齢者雇用制度を変更する場合は、何

らかの形で就業規則や規定の変更を行わざるを得ない

ケースがあると思います。その際には、次の2つのル

ールに則って変更を行う必要があります。

①労働者の過半数で組織される労働組合（当該組合が

ない場合は、労働者の過半数代表者）からの意見聴

取

②組合または過半数代表者からの意見書を就業規則に

添付し、労働基準監督署長への届出

［2］再雇用者の選定基準

再雇用対象者の選定基準については、定年退職者の

意欲や能力を具体的な基準で測定できる必要があり、

例えば“会社が必要とする者”といった基準は認めら

れません。公的な資格の取得や検定試験の合格など、

客観的に本人の能力が分かる基準を設ける必要があり

ます。また、人事評価の基準について直近3ヵ年の平

均がB以上の者という基準については、Bに満たない

者（C以下の者）がB評価を得ることができるような

支援を行っていることが前提となります。

［3］就業規則への基準の記載

先に具体例として挙げた5つのケースのいずれの場

合でも、就業規則や各種規程類を変更する必要があり

ます。労使間の協議で再雇用対象者選定のための基準

が合意されなかった場合、大企業では3年間、中小企

業では5年間は就業規則に選定基準を記載することで

代用できるという猶予期間が設けられています。しか

し、この猶予期間は、前述の通り大企業では平成 21

年の3月までで既に期限が切れており、中小企業でも

平成23年の3月で期限を迎えてしまいます。したがっ

て、中小企業で現在、就業規則に選定基準を設定して

いる場合は、平成 23年 4月以降は労使間での協議後、

規定の作成を行う必要があります。

［4］賃金の途中減額

再雇用後の賃金を減額する場合において、年度や月

の途中で減額等の通告を行う場合は、労働組合や従業

員過半数代表者との書面による協定が必要となります

ので、注意が必要です。それを怠ると、労働基準法第

24条に抵触する可能性があります。やむを得ない場

合を除いて、賃金の減額については契約更新時に通告

するほうが良いでしょう。

昨今の深刻な経済不況の中、企業における高齢者雇

用制度のあり方が見直されています。不況対応型へと

シフトする方法として、制度そのものの転換や、現行

制度の修正等、企業が取りうる様々な施策を紹介して

きました。これらの施策を展開する際には、どうして

も人件費総額の圧縮という点に焦点が当てられがちで

す。しかし、本当に重要なことは、真に必要な再雇用

者を自社の戦力としていかに活用するかという、高齢

者雇用制度の本来の趣旨を忘れずに制度を改善するこ

とでしょう。
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